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岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱  

 

  （総則） 

第１条  県は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者

の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図るため、市町村又は

病院の開設者等（以下「補助事業者」という。）が行う医療施設等施設整備事業に要する経費又は当該事

業に要する経費に対し市町村（地方自治法（昭和22年法律第67号）第2 8 4  条第１項の一部事務組合を含む。

以下同じ。）が補助する場合における当該補助に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する

ものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和57年岐阜県規則第8 号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（欠格事由） 

第２条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号において「暴

対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行しうる地位にある者

を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及

び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴

力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体（以

下この条において「法人等」という。） 

（４）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等 

（５）役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をい

う。以下同じ。）を利用している個人又は法人等 

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等 

（７）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個

人又は法人等 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りなが

ら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等 

 

  （補助対象事業等） 

第３条  次の各号に掲げる補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、当該各号

に定めるとおりとする。 

（１）へき地医療拠点病院施設整備費補助金  へき地保健医療対策事業等について（平成１３年５月１６日

医政発第５２９号厚生労働省医政局長通知。以下「へき地保健医療対策等実施要綱」という。）に基づ



き、知事の指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療拠点病院の施設整備事業 

（２）へき地診療所施設整備費補助金  へき地保健医療対策等実施要綱に基づき、市町村、日本赤十字社、

岐阜県厚生農業協同組合連合会その他知事が適当と認める者が行うへき地診療所（国民健康保険直営診

療所を含む。）及び医師住宅等の施設整備事業 

（３）休日・夜間急患センター施設整備費補助金 救急医療対策の整備事業について（昭和５２年７月６日

医発第６９２号厚生省医務局長通知。以下「救急医療対策事業実施要綱」という。）に基づき、市町村

の要請を受けた診療所の開設者が行う休日・夜間急患センターの施設整備事業 

（４）病院群輪番制病院施設整備費補助金 救急医療対策事業実施要綱に基づき、病院の開設者（市町村長

を除く。）が行う病院群輪番制病院の施設整備事業 

（５）救命救急センター施設整備費補助金  救急医療対策事業実施要綱に基づき、知事の要請を受けた病院

の開設者(市町村長を除く。) が行う救命救急センターの施設整備事業 

（６）医療施設近代化施設整備費補助金  医療施設近代化施設整備事業の実施について（平成５年１２月１

５日健政発第７８６号厚生省健康政策局長通知。以下「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」という。）

に基づき、日本赤十字社、岐阜県厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及びその連合

会その他知事が適当と認める者が行う医療施設近代化施設整備事業  

（７）地域災害拠点病院施設整備費補助金  災害医療対策事業等の実施について（平成２１年３月３０日医

政発第０３３００７号厚生労働省医政局長通知。以下「災害医療対策事業等実施要綱」という。）に

基づき、知事の要請を受けた病院の開設者（市町村長を除く。）が行う地域災害拠点病院の施設整備

事業 

（８）がん診療施設施設整備費補助金 日本赤十字社、岐阜県厚生農業協同組合連合会その他県知事が適当

と認める者が行うがんの診断治療を行う病院の施設整備事業 

（９）特殊病室施設整備費補助金  骨髄移植施設等における無菌室の整備について（平成７年６月５日健医

発第７１６号厚生省保健医療局長通知）に基づき、知事の要請を受けた病院の開設者（市町村長を除く。）

が行う特殊病室の施設整備事業 

（１０）院内感染対策施設整備費補助金  院内感染対策事業の実施について（平成２１年３月３０日医政発

第０３３０００９号厚生労働省医政局長通知）に基づき、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条

の規定に基づき許可を受けた病院及び有床診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をした有床診療

所の開設者（市町村（地方独立行政法人を含む。）、日本赤十字社及び全国厚生農業協同組合連合会を

除く。）が行う院内感染対策施設整備事業 

（１１）治験施設施設整備費補助金 治験推進対策施設整備事業の実施について（平成１２年４月３日健政

発第４６４号厚生省健康政策局長通知）に基づき、医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院及び

診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をした診療所の開設者（市町村（地方独立行政法人を含む。）、

日本赤十字社及び全国厚生農業協同組合連合会を除く。）が行う治験施設施設整備事業 

（１２）アスベスト除去等整備費補助金  アスベスト対策事業の実施について（平成１８年２月３日医政発

第０２０３００５号厚生労働省医政局長通知）に基づき、知事が適当と認める者が行うアスベスト除去

等整備事業 

（１３）医療施設土砂災害防止施設整備費補助金  災害医療対策事業等実施要綱に基づき、知事が適当と認

める者が行う医療施設土砂災害防止施設整備事業 

（１４）有床診療所等スプリンクラー等施設整備費補助金 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の



実施について（平成２６年３月７日医政発０３０７第３号厚生労働省医政局長通知）に基づき、知事が

適当と認める者が行う有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 

（１５）医療施設等耐震整備費補助金 災害医療対策事業等実施要綱に基づき、知事が適当と認める者が行

う医療施設等耐震整備事業のうち次に掲げる施設に係るもの 

ア 第二次救急医療施設等 

イ 耐震構造指標であるＩｓ値が０．３未満の建物を有する病院 

ウ 看護師等養成所 

エ 地震防災対策特別措置法（平成７年法律第１１１号）第２条に基づき知事が作成した５箇年計画に

定められた地震防災上緊急に整備すべき医療施設 

（１６）地球温暖化対策施設整備費補助金 地球温暖化対策施設整備事業の実施について（平成２１年３月

３０日医政発第０３３０００８号厚生労働省医政局長通知）に基づき、医療法第７条の規定に基づき許

可を受けた病院及び診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をした診療所の開設者（市町村（地方独

立行政法人を含む。）を除く。）が行う地球温暖化対策施設整備事業 

（１７）医療機器管理室施設整備費補助金 医療機器管理室施設整備事業の実施について（平成１６年４月

１日医政発第０４０１０２４号厚生労働省医政局長通知）に基づき、医療法第７条の規定に基づき許可

を受けた病院及び診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をした診療所の開設者（市町村（地方独立

行政法人を含む。）を除く。）が行う医療機器管理室施設整備事業 

２ 前項各号に掲げる補助金の基準額及び交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）並びに

補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、当該補助金の交付の対象にし

ないものとする。 

（１）土地の取得又は整地に要する費用 

（２）門、柵、塀及び造園に係る工事並びに通路敷設に要する費用 

（３）設計その他工事に伴う事務に要する費用（前項第６号に定める事業で介護老人保健施設の新築、増改

築及び改修に要する工事事務費のうち、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等工事

施行のため直接必要な事務に要する費用（工事又は工事請負費の２．６％に相当する額を上限とする。）

を除く。） 

（４）既存建物の買収（前項第２号に定める事業で、既存建物を買収することが建物を新築することよりも

効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（５）その他整備費として適当と認められない費用 

 

  （補助金の交付の申請） 

第４条  補助金交付申請書の様式及びその添付書類は、別記第１号様式のとおりとする。 

２  補助金交付申請書の提出期限は、別に知事が通知するものとする。 

 

  （補助金の交付の条件） 

第５条  補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、次に掲げる事項とする。 

（１）次に掲げる変更をする場合においては、知事の承認を受けること。 

    ア  建物の設置場所の変更（設置予定敷地内における設置場所の変更で、建物の機能を著しく変更しな

い軽微なものを除く。） 



    イ  建物の規模、構造又は用途の変更（建物の機能を著しく変更しない軽微なものを除く。） 

（２）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合（事業の一部を中止し、又は廃止する場合を含む。）にお

いては、知事の承認を受けること。 

（３）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合において

は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を、知事の承認を受けて処分す

る場合においては、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準（平成２０年４月１７日

付け医政発第０４１７００１号厚生労働省医政局長通知）第４の規定の例により算定した額を県に納付

させることがあること。 

（５）補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

（６）補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕

入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、その確定額を補助対象事業の完

了の日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに知事に報告すること。この場合において、補助事業

者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって自ら消費税及び地方消費税の申

告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本

所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。 

（７）補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地

方消費税仕入控除税額に相当する金額を県に返還すること。 

（８）この補助金の交付を受けた経費に対し、重複して他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を

受けないこと。 

（９）補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相

手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。 

（１０）補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続

の取扱いに準拠すること。ただし、補助事業者が市町村の場合は、当該市町村が行う契約手続の取扱い

に準拠すること。 

（１１）県から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた額に相

当する額を、遅滞なく間接補助事業者に交付すること。 

（１２）間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対し、次に掲げる条件を付けること。 

    ア  第１号から第９号までに掲げる事項。この場合において、これらの規定中「補助事業者」とあるの

は「間接補助事業者」と、「補助対象事業」とあるのは「間接補助事業」と、「知事」とあり、及び

「県」とあるのは「補助事業者」とそれぞれ読み替えるものとする。 

    イ  間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物その他補助事業者が補助金の

交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるものについては、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで間接補助事業の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこ

と。 

    ウ  間接補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、間接補助事業の完了の日の



属する年度の翌年度以後５年間保存すること。 

  エ 間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど補助事業者が行う

契約手続の取扱いに準拠すること。 

（１３）前号の規定により付けた条件に基づき補助事業者が承認し、又は指示する場合においては、あらか

じめ、知事に協議すること。 

２  前項第１号及び第２号の知事の承認を受けようとする場合の申請書及び同項第６号の規定により知事

に報告する場合の報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

（１）前項第１号の承認  事業内容変更承認申請書（別記第２号様式） 

（２）前項第２号の承認  事業中止（廃止）承認申請書（別記第３号様式） 

（３）前項第６号の規定による報告  消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書（別記第４号様式） 

 

  （申請の取下げ） 

第６条  規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付の決定の日か

ら１０日以内とする。 

 

  （状況報告） 

第７条  補助事業者は、知事から要求があったときは、速やかに別記第５号様式による事業遂行状況報告書

を作成し、知事が定める日までに知事に報告しなければならない。 

 

  （実績報告） 

第８条  実績報告書の様式及びその添付書類は、別記第６号様式のとおりとする。 

２  実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日から起算して３０

日を経過した日又は３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

  （補助金の支払方法） 

第９条  補助金は、知事が必要と認めるときは、概算払をすることができる。 

 

  （補助金交付請求書） 

第10条 補助事業者は、別に知事が定める日までに、別記第７号様式による請求書を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（暴力団の排除） 

第11条 規則第４条の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が第２条各号に掲げる者に

該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けたものが第２条各号

に掲げる者に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により、補助金の交付決

定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定により補助金



の返還を命ずるものとする。 

 

  （財産処分の制限） 

第12条  補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、知

事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣

が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

（１）不動産及びその従物 

（２）その他知事が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの 

 

  （書類、帳簿等の整備及び保存） 

第13条  補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書（別記第８号様式）

を作成しなければならない。 

２ 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以

後５年間とする。 

 

  （書類の提出部数及び経由） 

第14条 この要綱の規定により提出する申請書等の提出部数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に

定める部数とする。 

（１）書面により提出する場合 ３部（補助事業者の所在地が岐阜市である場合にあっては、２部） 

（２）電子ファイルにより提出する場合 １部 

２ 補助事業者（所在地が岐阜市であるものを除く。）は、この要綱の規定により書面又は電子ファイルを

提出するときは、所管保健所長を経由するものとする。 

 

 （補助対象事業の表示） 

第15条  補助事業者は、補助対象事業により整備した施設等に県補助金を受けて実施した旨を表示するもの

とする。 

 

      附  則 

１  この要綱は、平成１８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２  岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱（昭和５７年１１月３０日制定。以下「旧要綱」という。）

は廃止する。 

３  この要綱制定前に廃止前の旧要綱の規定によりなされた平成１８年度の補助金に係る行為は、この要綱

の規定によりなされた行為とみなす。 

４  平成１７年度分以前の予算に係る補助金については、なお「旧要綱」の例による。 

 

      附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成１９年度分の予算



に係る補助金から適用する。 

２ 平成１８年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

      附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２２年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２１年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

      附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２３年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２２年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

      附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２４年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２３年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２５年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２４年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２６年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２５年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２７年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２６年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２８年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２７年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

 



附 則 

１ この要綱による改正後の岐阜県医療施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成２９年度分の予算

に係る補助金から適用する。 

２ 平成２８年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 平成２９年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 



別表（第３条関係） 

補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

 

へき地 

医療拠 

点病院 

施設整 

備費補 

助金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

  基準面積 

(1) 診療部門 １，０００㎡ 

(2) 医師住宅 一戸当たり８０㎡ 

          （２戸を限度とする。） 

 

  へき地医療拠点病院として必要な次

の各部門の新築、増築及び改築に要する

工事費又は工事請負費 

 

(1) 検査、放射線、手術部門（検査室、 

  照射室、操作室、手術室、回復室、 

  準備室、浴室、廊下、便所、附属設 

 備等） 

(2) 病棟（病室、診察室、処置室、記録

室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー

、廊下、便所、暖冷房設備、附属設備

等） 

(3) 医師住宅 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額の範

囲内 

 

へき地 

診療所 

施設整 

備費補 

助金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額の合計額 

  基準面積 

(1) 診療部門 

  ア 無床の場合 １６０㎡ 

  イ 有床の場合 

  (ｱ)５床以下２４０㎡ 

    (ｲ)６床以上７６０㎡ 

(2) 医師住宅       ８０㎡ 

(3) 看護師住宅     ８０㎡ 

 

 へき地診療所として必要な次の各部

門の新築、増築、改築（老朽度が著しい

ため、診療行為に支障を来しているもの

に限る。）及び改修（既存のへき地診療

所の改修を除く。）に要する工事費又は

工事請負費及び既存建物の買収に要す

る経費 

 

(1) 診療所 

 （診察室、処置室、薬剤室、エックス

線室、暗室、待合室、看護師居室、玄

関、廊下等） 

(2) 医師住宅 

(3) 看護師住宅 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に２

分の１を乗じて得た

額の範囲内 

 

ヘリポート１か所当たり  

  ８５,５５９千円 

 

 

ヘリポート整備に必要な工事費又は

工事請負費 

 

休日・ 

夜間急 

患セン 

ター施 

設整備 

費補助 

金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

  基準面積 

  (1) 人口１０万人以上の場合 

    １５０㎡ 

  （特別に必要がある場合は、３００㎡を

限度とする。） 

  (2) 人口５万人以上１０万人未満の場合  

   １００㎡ 

  （特別に必要がある場合は、２００㎡を

限度とする。） 

 

 

 休日・夜間急患センターとして必要 

な次の各部門の新築及び増改築に要す

る工事費又は工事請負費 

 

 診察室、処置室、薬剤室、エックス線

室、検査室、事務室、待合室、仮眠室、

病室、便所、玄関、廊下、暖冷房設備、

附属設備等 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

 

病院群 

輪番制 

病院施 

設整備 

費補助 

金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

  基準面積 

  １５０㎡ 

（特別に必要がある場合は、３００㎡を限度

とするほか、心臓病専用病室（ＣＣＵ）を

整備する場合は１床当たり（２床を限度と

する。）１５㎡、脳卒中専用病室（ＳＣＵ

 

 病院群輪番制病院として必要な次の

各部門の新築及び増改築に要する工事

費又は工事請負費 

 

 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エ

ックス線室、検査室、待合室、仮眠室、

病室（救急専用病室・心臓病専用病室（

ＣＣＵ）・脳卒中専用病室（ＳＣＵ))

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額を比較して

少ない方の額に０．３



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

）を整備する場合は１床当たり（２床を限

度とする。）１５㎡をそれぞれ加算する。

） 

 

、便所、玄関、廊下、暖冷房設備、附属

設備 等 

３を乗じて得た額の

範囲内 

 

 心臓病専用病室（ＣＣＵ）を整備する場 

合は、次に掲げる基準面積に付表１に定める

単価を乗じて得た額 

  基準面積 

  １５㎡×心臓病専用病床数 

 （２床を限度とする。） 

 

 

 心臓病専用病室（ＣＣＵ）として必要

な次の部門の新築、増改築及び改修に要

する工事費又は工事請負費 

 

  病棟（心臓病専用病室、廊下、便所、

暖冷房設備、附属設備等） 

 

 

脳卒中専用病室（ＳＣＵ）を整備する場合

は、次に掲げる基準面積に付表１に定める単 

価を乗じて得た額 

  基準面積 

  １５㎡×脳卒中専用病床数 

 （２床を限度とする。） 

 

 

  脳卒中専用病室（ＳＣＵ）として必要

な次の部門の新築、増改築及び改修に要

する工事費又は工事請負費 

 

  病棟（脳卒中専用病室、廊下、便所、

暖冷房設備、附属設備等） 

 

 

救命救 

急セン 

ター施 

設整備 

費補助 

金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

  基準面積  

  ２，３００㎡ 

 （３０床未満の場合は、１床当たり３０㎡

を減じるものとし、脳卒中専用病室（ＳＣ

Ｕ）を整備する場合は、１床当たり（４床

を限度とする。）１５㎡を加算し、小児救

急専門病床（小児専門集中治療室）を整備

する場合は、１床当たり（６床を限度とす 

る。）１５ ㎡を加算し、心臓病専用病室

（ＣＣＵ）を整備する場合は、１床当たり

（４床を限度とする。）１５㎡を加算し、

重症外傷専用病室（重症外傷用集中治療室 

）を整備する場合は、１床当たり（４床を

限度とする。）１５㎡を加算する。） 

 

 

 救命救急センターとして必要な次の

各部門の新築及び増改築に要する工事

費又は工事請負費 

 

(1) 病棟（病室、集中治療病室（ＩＣＵ

）、記録室、処置室、診察室、寝具倉

庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房

設備、附属設備等） 

(2) 診療棟（検査室、エックス線室、操

作室、手術室、回復室、準備室、浴室

、診察室、廊下、待合室、便所、暖冷

房設備、附属設備等） 

(3) その他（事務室、機械室、自家発電

室等) 

(4) 脳卒中専用病室（ＳＣＵ） 

(5) 小児救急専門病床（小児専門集中治 

療室） 

(6) 心臓病専用病室（ＣＣＵ） 

(7) 重症外傷専用病室（重症外傷用集中 

治療室） 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

  ヘリポート１か所当たり  

  ８５，５５９千円 

 

 

 ヘリポート整備に必要な工事費又は

工事請負費 

 

  脳卒中専用病室（ＳＣＵ）を整備する場合

は、次の基準面積に付表１に定める単価を乗

じて得た額 

  基準面積 

  １５㎡×脳卒中専用病床数 

 （４床を限度とする。） 

 

 

  脳卒中専用病室（ＳＣＵ）として必要

な次の部門の新築、増改築及び改修に要

する工事費又は工事請負費 

 

 病棟（脳卒中専用病室、廊下、便所、

暖冷房設備、附属設備等） 

 

  小児救急専門病床(小児専門集中治療室)

を整備する場合は、次の基準面積に付表１に

定める単価を乗じて得た額の合計額 

  基準面積 

 

  小児救急専門病床（小児専門集中治療

室）として必要な次の部門の新築、増改

築及び改修に要する工事費又は工事請

負費 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

  １５㎡×小児救急専門病床数 

  （６床を限度とする。） 

 

 

 病棟（小児専門集中治療室、廊下、便

所、暖冷房設備、附属設備等） 
 
心臓病専用病室（ＣＣＵ）を整備する場合

は、次の基準面積に付表１に定める単価を乗
じて得た額の合計額 
基準面積 
１５㎡×心臓病専門病床数 
（４床を限度とする。） 

 

  
心臓病専用病室（ＣＣＵ）として必要

な新築、増改築、改修に要する工事費又
は工事請負費 
 

病棟（心臓病専用病室、廊下、便所、

暖冷房、附属設備 等） 

 
重症外傷専用病室（重症外傷用集中治療

室）を整備する場合は、次の基準面積に付表
１に定める単価を乗じて得た額の合計額 
基準面積 
１５㎡×重症外傷専門病床数 
（４床を限度とする。） 

 

 
重症外傷専用病室（重症外傷用集中治

療室）として必要な新築、増改築、改修
に要する工事費又は工事請負費 
 

病棟（重症外傷用集中治療室、廊下、

便所、暖冷房、附属設備 等） 

 

 補強が必要と認められるもの 

  基準面積 

  ２，３００㎡×４７，５００円 

 

  救命救急センターとして必要な新築

及び増改築に伴う補強又は既存建物に

対する補強に要する工事費又は工事請

負費 

 

 

医療施 

設近代 

化施設 

整備費 

補助金 

 

 

 次により算定された額の合計額 

 

(1) 精神病棟 

 ア及びイに掲げる基準面積（＝ア＋イ） 

に付表１に定める単価を乗じて得た額と、ウ

により算定された額との合計額 

   ア  病棟整備 

   (ｱ)  １床ごとの病室面積を６．４㎡以 

  上かつ１床当たりの病棟面積を１８㎡ 

  以上確保する場合 

   ２５㎡×整備後の整備区域の病床数 

   (ｲ)  １床ごとの病室面積を５．８㎡以 

  上かつ１床当たりの病棟面積を１６㎡ 

  以上確保する場合 

   ２２㎡×整備後の整備区域の病床数 

 

 

  イ 「医療施設近代化施設整備事業実施 

  要綱」の３の(1)の加算条件のうち⑩ 

  に該当する場合 

   (ｱ)  整備区域の病床数を２０％以上削 

  減する場合 

      ２５㎡×整備後の整備区域の病床数 

   (ｲ)  整備区域の病床数を２０％未満削 

  減する場合 

      １５㎡×整備後の整備区域の病床数 

 

  ウ 「医療施設近代化施設整備事業実施 

  要綱」の３の(1)の加算条件のうち⑪ 

  に該当する場合 

      電子カルテシステムを整備する場合 

       １床当たり６０５千円×整備後の 

   整備区域の病床数 

 

 

  医療施設の患者の療養環境、医療従事

者の職場環境及び衛生環境の改善、患者

サービスの向上等につながる次の部門

の新築、増改築及び改修並びに整備に要

する工事費又は工事請負費（第６号アに

あっては、別の負担金、補助金等におい

て別途交付の対象とする費用を除き、工

事費又は工事請負費と同等と認められ

る委託費及び分担金並びに適当と認め

られる購入費等を含む。） 

 

(1) 精神病棟のうち次の部門 

ア  病棟（病室、診察室、処置室、記録

室、患者食堂、談話室、機能訓練室、

浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、

便所、暖冷房設備、附属設備等） 

 

イ  次に掲げる整備のうち、知事が認 

  める部門 

 (ｱ) 患者療養環境改善整備 

 (ｲ) 医療従事者職場環境改善整備 

 (ｳ) 衛生環境改善整備 

 (ｴ) 業務の高度情報処理化及び快適 

  環境の整備 

 (ｵ) 乳幼児を抱える母親の通院等の 

  ための環境整備 

 

ウ  電子カルテシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

  ただし、精神病棟の整備事業において、

整備区域の整備後の病床数は、１病院１５

０床（公的団体及び持分のない法人は、３

００床）を限度とする。 

 

(2) 結核病棟改修等整備事業 

  ア及びイに掲げる基準面積（＝ア＋イ） 

に付表１に定める単価を乗じて得た額 

  ア 病棟整備 

   (ｱ)  １床ごとの病室面積を６．４㎡以 

  上かつ１床当たりの病棟面積を１８㎡ 

  以上確保する場合 

   ２５㎡×整備後の整備区域の病床数 

   (ｲ)  １床ごとの病室面積を５．８㎡以 

  上かつ１床当たりの病棟面積を１６㎡ 

  以上確保する場合 

２２㎡×整備後の整備区域の病床数 

 

  イ 陰圧化等空調設備を併せて行う場合 

      １５㎡×整備後の整備区域の病床数 

 

(3) 診療所 

  ア 承継に伴う診療所 

      次に掲げる基準面積に付表１に定め

る単価を乗じて得た額 

   (ｱ)  無床の場合 １６０㎡ 

   (ｲ)  有床の場合 

   ①５床以下の場合 ２４０㎡ 

   ②６床以上の場合 ７６０㎡ 

 

  イ 改修等により療養病床を整備する診

療所 

      １床当た４，２７０千円×整備後の療

養病床の病床数 

 

(4) 療養病床療養環境改善事業 

    ア及びイに掲げる基準面積(＝ア＋イ) 

に付表１に定める単価を乗じて得た額と、

ウにより算定された額との合計額 

  ア 機能訓練室 １施設当たり４０㎡ 

  イ 患者食堂 療養病床１床当たり１㎡ 

  ウ 浴室 浴室１か所当たり 

           １２，４８２千円 

   ただし、特に知事が必要と認める場合

は、２４，９６７千円とする。 

 

(5) 介護老人保健施設及び診療所 

    病院又は有床診療所の病床の廃止（診療

所を併設する場合に限る。）又は削減をし

、当該患者を介護老人保健施設から在宅に

至るまでの診療計画に基づき入所させる

ために次に掲げる施設を整備する場合 

  ア 介護老人保健施設 

      整備する介護老人保健施設の入所定 

  員数（削減した病院又は有床診療所の 

  病床数を上限とする。）×１床当たり 

  単価 

    （１床当たり単価） 

 

 

 

 

 

(2) 結核病棟改修等整備事業（病室、診

察室、処置室、記録室、患者食堂、談

話室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、

廊下、便所、暖冷房設備、附属設備等

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 診療所（診察室、処置室、薬剤室、 

エックス線室、暗室、待合室、看護師

詰め所、玄関、廊下、便所、暖冷房設

備、附属設備、救急患者搬入口、スロ

ープ、療養指導室等） 

  ただし、改修等により療養病床を整

備する診療所（外来部門を除く。）に

あっては、病室、診察室、処置室、記

録室、患者食堂、談話室、機能訓練室

、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下

、便所、暖冷房設備、附属設備等とす

る。 

 

 

(4) 療養病床療養環境改善事業 (機能 

 訓練室、患者食堂、浴室、附属設備 

 等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 介護老人保健施設及び診療所 

ア 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

   新築４，４１０千円 

   改築５，２９１千円 

   改修２，２０５千円 

 

  イ 介護老人保健施設に併設する診療所 

      次に掲げる基準面積に付表１に定め

る単価を乗じて得た額 

      基準面積 １６０㎡ 

 

 

 

 

イ 診療所（診察室、処置室、薬剤室、

エックス線室、暗室、待合室、看護師

詰め所、玄関、廊下、便所、暖冷房設

備、附属設備、救急患者搬入口、スロ

ープ、療養指導室等） 

 

 

地域災 

害拠点

病院施

設整備

費補助

金 

 

（1）補強が必要と認められるもの 

   基準面積 

   ２，３００㎡×４７，５００円 

（2）耐震構造指標であるIs値が0.4未満の建 

物を有する病院 

  基準面積 

  ２，３００㎡×２２５，５００円 

 

 

 

 

 

 

 地域災害拠点病院として必要な新 

築及び増改築に伴う補強又は既存建物

に対する補強に要する工事費又は工事

請負費 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

５を乗じて得た額の

範囲内 

 

 

備蓄倉庫   

 １か所当たり  ４９，５７８千円 

 

 備蓄倉庫の整備に必要な工事費又は

工事請負費 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

自家発電装置 

 １か所当たり １６１，０４９千円 

 

 自家発電装置の整備に必要な工事費

又は工事請負費 

 

 

受水槽 

  １か所当たり １４８，４１３千円 

 

 受水槽の整備に必要な工事費又は工

事請負費 

 

 

ヘリポート 

 １か所当たり ８５，５５９千円 

 

 ヘリポートの整備に必要な工事費又

は工事請負費 

 

 

給水設備 

 １か所当たり ６９，７９０千円 

 

 給水設備の整備に必要な工事費又は

工事請負費 

 

 

燃料タンク 

 １か所当たり ３２，１８４千円 

 

 燃料タンクの整備に必要な工事費又

は工事請負費 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

 

がん診

療施設 

施設整

備費補

助金 

 

 次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

  基準面積 １，３００㎡ 

 

 がん診療施設として必要な次の各部

門の新築及び増改築に要する工事費又

は工事請負費 

 

(1) 診療棟（診察室、検査室、エック 

 ス線室、手術室、がん治療室等） 

 

(2) がん専用病棟（病室、診察室、処 

 置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、 

 バルコニー、廊下、便所等） 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

特殊病

室施設

整備費

補助金 

 

 

 

 

 

 

 

１室当たり ７３，５７２千円 

 

 

 

 

特殊病室（無菌室）の整備に必要な工

事費又は工事請負費 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 

 

院内感

染対策

施設整

備費補

助金 

 

  １室当たり１４，５４６千円とし、空調設

備（空気清浄度クラス１万以上）を整備する

場合は、３３，１０５千円を加算する。 

 

  病院の感染者のための個室の整備に

必要な工事費又は工事請負費 

 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に３

分の１を乗じて得た

額の範囲内 

 

 

治験施

設施設

整備費

補助金 

 

次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じた額 

基準面積 

(1) 治験専門外来 100 ㎡ 

(2) 治験管理部門 

(事務部門、相談部門、その他） 

75 ㎡ 

 

治験施設として必要な次の各部門の

新築、増改築及び改修に要する工事費又

は工事請負費 

(1) 治験専門外来 

(外来診察室、処置室、検査室 等) 

(2) 治験管理部門 

事務部門 

(治験事務室、治験審査委員会事務

室) 

相談部門 

(治験依頼者相談室、被験者相談室) 

その他 

(諸記録保管室、治験薬保管・管理

室、調剤室 等) 

 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３を乗じて得た額

の範囲内 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

 

アスベ

スト除

去等整

備費補

助金 

 

  １㎡当たり ５０，０００円 

  ×アスベスト等の除去等を行う壁等の延

べ面積 

 

 アスベスト等の除去等に要する工事

費又は工事請負費 

 

 基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３及び付表２の調

整率を乗じて得た額

の範囲内 

 

 

医療施 

設土砂

災害防

止施設

整備費

補助金 

 

 補強又は防護壁の設置等が必要と認めら

れるもの 

 １か所当たり ３７，４５１千円 

 

土砂災害危険箇所に所在する医療機

関として必要な新築及び増改築に伴う

補強、既存建物に対する補強又は防護壁

の設置等に要する工事費又は工事請負

費 

 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３及び付表２の調

整率を乗じて得た額

の範囲内 

 

 

有床診

療所等

スプリ

ンクラ

ー等施

設整備

費補助

金 

 

 当該施設の対象面積に次に掲げる基準単

価を乗じて得た額とし、消火ポンプユニット

を整備する場合は、（1）及び（2）に限り、

１施設当たり２，１７４千円を加算する。 

 

（1）通常型スプリンクラー  

対象面積１㎡当たり基準単価 ２１．４千円 

（2）水道連結型スプリンクラー 

対象面積１㎡当たり基準単価 ２０．７千円  

（3）パッケージ型自動消火設備 

対象面積１㎡当たり基準単価 ２５千円  

（4）消防法施行令（昭和36年政令第37号）

第32条適用設備 

対象面積１㎡当たり基準単価 ２４．３千円 

 

 スプリンクラー（パッケージ型自動消

火設備を含む。）の整備のために必要な

工事費又は工事請負費 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に２

分の１を乗じて得た

額の範囲内 

 

 

 

 

 

 

 自動火災報知設備を新設する場合 

 １施設当たり １，１３０千円 

 

 

 自動火災報知設備の整備のために必

要な工事費又は工事請負費 

 

基準額と補助対象経

費の実支出額とを比

較して少ない方の額

を選定し、その額と総

事業費から寄附金そ

の他の収入額を控除

した額とを比較して

少ない方の額の範囲

内 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

 

医療施

設等耐

震整備

費補助

金 

 

病院の場合 

（1）補強が必要と認められるもの（（2）に

掲げるものを除く。） 

   基準面積 

   ２，３００㎡×４７，５００円 

（2）次に掲げるもの 

  ア 耐震構造指標であるIs値が0.4未満

の建物を有する第二次救急医療施設

等 

イ 耐震構造指標であるIs値が0.3未満

の建物を有する病院（第二次救急医療

施設等を除く。） 

  基準面積 

  ２，３００㎡×２２５，５００円 

 

 

医療施設等耐震整備として必要な新

築及び増改築に伴う補強又は既存建物

に対する補強に要する工事費又は工事

請負費 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

５及び付表２の調整

率を乗じて得た額の

範囲内 

 

 

看護師等養成所の場合 

（1）補強が必要と認められるもの（（2）に

掲げるものを除く。） 

   基準面積 

   ２，３００㎡×３６，３００円 

（2）耐震構造指標であるIs値が0.3未満のも

の 

  基準面積 

  ２，３００㎡×１７２，３００円 

 

 

地震防災対策特別措置法第２条に基づき

知事が作成した５箇年計画に定められた地

震防災上緊急に整備すべき医療施設の場合 

  基準面積 

  ２，３００㎡×４７，５００円 

 

 

地球温

暖化対

策施設

整備費

補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か所当たり ９６，６８６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策に資する整備に必要

な工事費又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３及び付表２の調

整率を乗じて得た額

の範囲内 

 



補助金の名称 基   準   額 補  助  対  象  経  費 補 助 金 の 額 

 

医療機

器管理

室施設

整備費

補助金 

 

次に掲げる基準面積に付表１に定める単

価を乗じて得た額 

 基準面積 ８０㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療機器管理室として必要な新築、増

改築及び改修に要する工事費又は工事

請負費 

 

 

 

基準額と補助対象

経費の実支出額とを

比較して少ない方の

額を選定し、その額と

総事業費から寄附金

その他の収入額を控

除した額とを比較し

て少ない方の額に０．

３３及び付表２の調

整率を乗じて得た額

の範囲内 

 

（注）１ 補助金の交付の対象となる建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。 

２ 算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 



 

付表１  １平方メートル当たり単価                                                           （単位：円） 

 

補助金の名称 

 

種目等 

構造 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ブロック造 木造 

 

 

 

へき地医療拠点病院施設整備費補助金 

 

 

 

病棟 

 

244,600 

 

213,600 

 

― 

 

診療棟 

 

273,000 

 

239,100 

 

― 

 

医師住宅 

 

183,400 

 

159,600 

 

183,400 

 

 

へき地診療所施設整備費補助金 

 

 

一般地区 

 

183,400 

 

159,600 

 

183,400 

 

豪雪地区 

 

196,300 

 

171,500 

 

196,300 

 

休日・夜間急患センター施設整備費補助金 

 

 

 

192,600 

 

167,300 

 

192,600 

 

病院群輪番制病院施設整備費補助金 

 

 

 

273,000 

 

― 

 

― 

 

救命救急センター施設整備費補助金 

 

 

 

273,000 

 

― 

 

― 

 

 

 

医療施設近代化施設整備費補助金 

 

 

 

病院 

 

244,600 

 

213,200 

 

― 

 

診療所(一般地区) 

 

183,200 

 

159,300 

 

183,200 

 

診療所(豪雪地区) 

 

196,300 

 

171,100 

 

196,300 

 

 

がん診療施設施設整備費補助金 

 

病棟 

 

181,600 

 

158,300 

 

― 

 

診療棟 

 

203,000 

 

177,400 

 

― 

 

 

治験施設施設整備費補助金 

 

治験専門外来 273,000 238,700 ― 

 

治験管理部門 225,100 196,600 ― 

 

医療機器管理室施設整備費補助金 

 

 

 

273,000 

 

― 

 

― 

 

 （注）１ 上記の単価（以下「基準単価」という。）は、新築及び増改築に係る事業における補助金の算出の限

度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回るときは、当該建築単価を基準単価とする。 

    ２ 既存建物を買収する場合の買収費の単価及び費用については、知事が別に定める額とする。 

       ３ 豪雪地区とは、豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第１項に規定する「豪雪

地帯」及び同条第２項に規定する「特別豪雪地帯」とする。 

 

付表２ 既存病床数の割合による調整（前年度３月３１日現在） 

既存病床数が医療計画上の基準病床数に占める割合 

（精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床及び一般病床の合計） 
調整率 

１０５％以上 ０．９５ 

１０５％未満 １．００ 

 


